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達整  言己  金薫   (平成 26年 8月 8日 第 2回 口頭弁論)

事件番号  平成 25年 (ワ )ヽ第 5815号

本  人  で茅  メキ  産鑑  衣鋒

原告代理人                     tr

、甲第 22号証を示す

前提の簡単な確認ですが,甲第 22号証の陳述書は,あなたの陳述内容を

まとめたもので間違いないですかね。

はい,間違いあ りません。

1ページロの署名捺印は御 自身でされたんですね。

はい,私がや りました。

甲第 5号証ないし甲第 7号証を示す

甲 5号証は 「特任教員任用資料」 とあ ります。甲 6号証が

役職歴」,甲 7号証が 「3ヵ 年講義計画」 と,それぞれあ

は何のための書類ですか。

特任教員として推薦委員会|こ、提出する書類です。

5号証ですけども,′ 右上に,「 2012年 9月 29日 現在」とあります

,こ の時期に作成ということでよろしいですかね。

はい,間違いありません。1

甲6,甲 7も 同じ時期ですか。

はい,同 じ時期です。

今お見せ した甲 5号証ない し甲 7号証な どの書類は,特任教員任用を申請

するためのものということですけども,誰に提出をしたんですか。

井形学部長に提出しました。

今回の被告の 1人である井形学部長ですねざ

はい,そ うです。

甲

‐が

「本学における

りますが,こ れ

ましたか。これ らを提出した後,井形学部長からはどのよ り

　

‐

あカ応反なン
フ



厄
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井形学部長のほ うか ら特任申請書類について話がある,面会をしたい

とい う申出がありま した。

甲第 11号証を示す

これは録音の反訳 とい うことですけども,今おつ しゃった話 をしたい と言

われてきた ときのや り取 りは,こ の甲 11号証にま とめられてるとお りで

すか。

はい,そのとお りです。

井形学部長は,あなたの特任教員の任用申請に対 して,甲 11号証のや り

取 りのときに, どのような意見をおつしやいま したか。

特任教員 として認め難いので辞退するようにとい うことを,最後まで

一貫 しておつしやいました。

せっかく申請 したにもかかわ らず,先 ほどおっしゃつたように,特任教員

の推薦委員会 に提出 してほ しい とい うことでお渡 しした書類 を踏まえて ,

井形学部長は辞退 してほしいと言つてきたとい うことですかね。

はい,そのとお りです。

井形学部長は,その理由を何 とおつしやつてましたか。

カ リキュラム委員会の総意 として,私の担当科 目は不要であ り,必要

度が非常に低いものである。 したがつて,認めることはできない。だ

から,カ リキュラム委員会 と学部長は一心同体であるから認め難い
,

こうい うアプローチでもつて,引 き下がるようにとい う辞退を要請 さ

れま した。

甲第 1号証を示す

「特任教員任用規程」 とあ りますけれ ども,こ れは今現在,御存 じですか。

はい,記憶 してお ります。

この中でカ リキュラム委員会の役害Jと い うことは規定があ りますか。

それは全 く規定はあ りません。



甲1号証の 2ページロ,「第 9条③ 学部長は教務委員長および対象者と協

議の上、授業担当計画を推薦委員会に提出する。」とありますけども,あ

なたと井形学部長の中で,協議らしきものはありましたか。

協議らしきものはありません。最初から最後まで辞退の勧告でした。

先ほどカリキュラム委員会の総意として特任教員の任用申請は受け入れ難

いという趣旨のお話がありましたけれども,カ リキュラム委員会があなた

の申請を問題視する理由は何だと井形学部長は説明されましたか。

先ほど言いましたが,私の担当科目が経営学部にとつて不要であり,

かつ不必要,必要度が低いものであるからということを一貫しておつ

しゃいました。

井形学部長がおつしやつてた理由は 1つですか,複数ですか。

合計 6つの拒否理由を挙げられました。

授業の必要度,重要性という部分はその理由の 1つ ということですかね。

はい,そのとおりです。

先生が特任教員任用申請をした2012年 において,担当していた科 目は

どのようなものがありますか。

経営情報論,情報ネジトワーク論 Ⅲ。亜,情報バリューエンジエアリ

ング,それからバリューマネジメント論などです。

それらについて, どういう点が必要度が低いと言われたんでしょうか。

経営情報学部が改組になったように,経営学部では経営情報の必要性

が改組になったから必要性がなくなつた。だから,経営情報論という

のは不要である。不要であるからして,私の学科目がないから特任と

しては要らないんだと,そ ういう説明でした。

日本全国,大学たくさんありますけれども,そ の中で経営学部を開設 して

いる大学はたくさんありますけれども,今おっしゃつたような理由という

のは,全国的なそういう傾向があつたんでしょうか。



経営するということは効率的に経営するということですから,情報を

介してでなければできるはずがありません。ですから,多くの経営学

部では情報というものを重要視しているはずです。答えになっている

かどうか分かりませんが。

そのほかの例えば情報ネットワーク論,情報バリューエンジエアリングに

ついても,井形学部長は同様の理由で必要性がないとおっしゃつたんでし

ょうかね。

井形学部長及び池島現学部長ですけれども,バ リューエンジエアリン

グに,なぜ情報が付いているのか分からない。バリューエンジエアリ

ングは吉井が固執している科目であるということをおつしゃつておら

れました。

2011年度以前において,そのような指摘を受けたことはありますか。

全くありません。

突然,先生が担当していた科目全てについて,必要性がないという指摘が

出てきたわけですか。

そのとおりです。

そのほかに,カ リキュラム委員会として,今回,特任教員の申請が認め難

いとする理由はどのようなものが挙げられていましたか。

私,原告が教学ルールを全く無視しているということを前提にして,

勝手に 1部科目を2部の時間帯に開講しているということを最初に挙

げてきました。それからゼミの人数についても,吉井は最初に30人

というゼミを受け入れようとしている。それはルール違反であると,

全くルールを知らないんじゃないかというふうなことをおつしやいま

して,ゼ ミ生 24人持っていることに対して,ク レームをつ }す てきま

した。その他いろいろあります。しかし,こ とごとく事実とは異なつ

ていると思います。



1部の科 目を 2部で開講す るとい うところについては,具体的にどのよう

な問題があるとの指摘だつたんでしょうか。

国内留学か ら帰ってきたときに,担当コマ数が減るのは通常でして ,

そのときには就業コマ数が 4コ マの うち, 2コ マ しか満たせませんで

した。 とい うことで, 1コ マがどうしても不足する。 1コ マを補充す

るとい うことで,井形学部長のほうか ら申出がありました。

前提 として国内留学をされたのは何年のことですか。

2010年 だと記憶 してお ります。

2010年 に国内留学 されていて,今のコマ数が不足す るとい うのは何年

度の授業の話ですか。

2011年 度の授業科 目です。

2011年 度の授業科 目を決めるに当たつて,コ マ数が不足する。そこで

井形学部長のほ うか ら 1部科 目を 2部で開講 してはどうか とい う提案があ

つたとい うことですかね。

はい,そのとお りです。

甲第 16号証を示す

3枚 目,真ん中のメールのデー トとい う日付 を見ます と,こ れが 2010

年 8月 6日 のことですかね。

はい,間違いあ りません。

このメールの下か ら2行 日の ところ,途中か らですが,「それ以外に現在

の講義科 目を 2部に開講 していただくことも可能です。」 とあ りますけれ

ども,今おつしやつていたのは,こ の申出のことですかね。

そのとお りです。 1, 2, 3の条件を満たしたならばとい うことで ,

そ う指示を受けました。

先生のほ うか らコマ数が不足するか ら, 1部で開講 してる科 目を 2部でも

開講 させてくれ と,積極的に求めたことはあ りますか。



それはあ りません。ただし,約 10年ぶ りに 2部の科 目を担当したん

ですけれ ども,毎年 2部の学生に講義をしたいとい うことはカ リキュ

ラム委員会に申し出てお りました。

この 2011年 度は,結局そ うい う形で,それまで 1部で開講 していた科

目を 2部で受け持つことになったんですね。

は しヽ 。

それについては,当 然,当 たり前ですけど,学生も受講者はいたわけです

よね。

はい。平均以上の学生がおりました。

単位も認定してるんですね。

はい, してきました。

そのことについて, 2011年の間に教授会なり,学内のいろいろな関係

者からクレームがきたり,批判を受けたりしたことはありますか。

全くありません。 2011年 ですから,いわゆる 1部科目の重複開講

というのであれば, 2011年度の2012年講義に当たつて説明す

べきだったと思いますが,全 くありませんでした。

2012年 度においても,過去に 1部で開講していた科目を 2部で開講し

てるんですよね。

は い 。

要は, 2011年 と同様の形式をとつているんですよね:

はい,同様の講義をしてお ります。

2011年 度 とい うのは,先生はコマ不足の状況にあるたんですか。

はい,あ りました。 1コ マ不足 とい う状況にあ りました。

2012年 度です よ。

2012年 はあ りません。

訴状を示す



添付の「吉井康雄の担当科目の推移Jと いう別紙を示します。この別紙の

左上が「2012年 度」となっていますが,こ の中で,これ,全部のコマ

数が6.5ですよね。

|まい, 6。 5です。

必要コマ数というのは何コマですか。

4コ マが必要コマ数です。

この中で, 2部科目として受けているのはどれですか。

2部科目として受けているのは2コ マで,情報バリューエンジエアリ

ング,経営情報論,情報ネットワーク論 ⅢoⅡ です。○.5コマです

ので, 2コ マになります。

今おっしゃつた4つの科目, 2コマ分が 2部なんですね。

}ま しヽ。

前後で6.5コ マで, 2コ マ引くと4.5, 1部だけで4.5は満たして

たわけですね。

はい,十分満たしておりました。

このときは別に必要コマ数が足りないから,そのための救済措置みたいな

形で, 1部科目を2部開講とする必要性は何もなかったと。

全くありませんでした。

だけど,大学の学部として,それで問題がないということで,こ のカリキ

ュラムが組まれたということですよね。

はい,そのとおりです。

カリキュラム委員会から反対意見とかは出なかったんですか。.

全く出ませんでした。

ちょつと話が変わりますけれども,先生は 1997年 4月 に被告大学の教

授になられたんですね。

はい,そのとおりです。



その後,退職 されるまでの問,経営学部の教授会で特任教員の採用のこと

が議題になつたことはありますか。

あります。

最初に先生が経験 したのは,どなたの件だか覚えていますか。

はい,覚えてお ります。

ちなみに,何とい う先生の。

1997年 入つたときですが,香川先生の件です。

それは採用の当否を議論 したんでしょうか。

採用の当否は議論 してお りません。

どうい う話があつたんですか。

彼の業績,出版物に対 して,以前,出版 したのと全 く内容が酷似 して

いるとい う1人の教員の反対意見があつたとい うことです。

報告 として,そ うい う話 もあるかもしれませんけど,結論的にどうい う報

告があつたんですか。

本人は辞退 されました。

辞退 した理由は発表あ りましたか。

ありません。

ある意味,辞退 した本当の理由は分からないんですね。

そ うですね。

その次に, どなたの件が議題に上がらたか覚えてますか。

その次は,私の記憶ですが, 1999年 ,チバ先生 とハマモ ト先生の

お 2人の特任の採用がありました。

それについて,そ の人物の当否です とか,あ るいは授業担 当の授業計画に

ついての内容 についての吟味 とか,そ うい うことが教授会でなされま した

ズ)ヽ。

私の 日記によります と,何も議論はなく,ス ムーズに承認 されたとな



つてお ります。

では,多数決を採つた りとか。

全 くありませんでした。

先生の手元に,こ の両教授の経歴 とかいろんな資料 とかが配 られた りとか

記憶はあ りますか。しヽわゆる判断資料 として何 らかの資料が配 られた りし

たことは記憶あ りますか。

少 し時間がたつているので,はっき りしませんが,回覧されたかもし

れませんが,議論等はありませ.んで した。

その教授会の中で,こ のお 2人の教授の特任教員の申請の件について, ど

れ くらいの時間を費や されましたか。

せいぜい数分, 5分前後だったろうと思います。

その次は, どなたの件があ りましたか。

二宮先生の特任例があ りました。

それはいつのことですか。

はつきり覚えてお りませんが, 2010年 と思います。

先生は,その教授会に出席 されていましたか。

私は出席 してお りませんで した。

そのときの模様をどなたかから伝え聞いた りしましたか:

はい,4名 の方から聞きました。

その際の教授会の具体的にどのようなや り取 りだつたか聞いていますか。

学部長の司会の下で,はいはい, しゃん じゃんで終わつたとい うふ う

に,4名 ほぼ異 口同音に説明してくれました。

極めて短時間で処理が されたとい う感 じですかね。

そのとお りです。

ちなみに,一般的な教授会の参加対象者 とい うのは何人 ぐらいですか。 も

ちろんその年によるで しょうけど,大体。



退職するときの2012年 で45名 です。

先生の在籍中は,大体その前後の数で推移してきたんでしょうかね。

期限付教員というのが構成メンバーの2割を占めるというふうな状況

になつてきましたので,人数は増えてると思います。

ちなみに,カ リキュラム委員会って何名ですか。

カリキュラム委員会は8名前後だろうと思います。

今回,結果的に先生は特任教員の任用申請について,選ばれなかつたどこ

ろか,そ もそもが手続にものせていただけなかったということですよね。

はい,そのとおりです。

そのことについて,学内の他の教授から何かア ドバイスとか応援をいただ

いたりつていうことはありましたか。

はい,あ りました。

例えばどういう方がいらつしやいますか。

山田先生,池野さん,渡辺先生などが応援してくれましたし,それ以

外に若手の先生,名 前を出すと攻撃されますから,お られました。ゴ

トウ先生です。

今のゴトウ先生という方も,そ ういう支援いただいた方ですか。

はい,支援いただきました。

甲第 18号証を示す

これはどなたからのメールですか。

人間科学部の城学部長兼特任推薦委員会委員です。

ここに記載されているとおりの当然メールが来てるわけですよね。

そのとおりです。

ですので,結局,井形学部長を中心として,先生の特任教員任用申請に対

して,と られた行動について,おかしいんじゃないかつていう声は複数上

がっていたわけですよね。

10



そのとおりです。

そのような手続がなされたわけですけれども,今現在,先生自身も先生の

特任教員任用申請に対して, とられた手続というのはおかしいという認識

でいらつしゃいますか。

はい,全く間違った規程外の手続をしているというふうに認識してい

ます。

その理由については,なかなか知るよしもないかもしれませんが,先生の

思うに,なぜ,そのような対応をされることになったのか,何か心当たり

はありますか。

あります。

どう1/hう 点ですか。

経営学部をコミュニケーションのよい場にしたいという気持ちで,い

ろいろ提言をしてきたのですが,それに対しての反対が多くあつたの

で,今回のような結論になつたんだろうと思つております。

今まで例えば具体的にどのような発言が余 り好ましく思われなかつたんだ

ろうとか,そ ういうの,あ りますか。

教員として,あるまじき行為をしている,そ ういうふうな行為に対し

て,テープで録音するなどするならば情報量が多いですから防げるだ

ろうということで,録音で残せとかいう提言をしてきました。あるま

じき行動というのは,教育者として本当に好ましくない行為です。

先生なりの正義感から,大学としてあるべき姿をいろいろ提言してきたと

いうことですかね。

そのとおりだと思います。

それが一部の人から,あ る意味疎まれたというか,機嫌を損ねたとかいう

ことになるとお考えですかね。

そのとおりだとJ思 つております。



今回の一連の出来事,こ の紛争について,先生自身の思うところ,言いた

いことっていうことを最後におつしやつてし
.｀ ただけますか。

経営学部の学部執行部の方に言いましたけれども,特任の任用規程に

従つて正々粛々と手続をしてください。それで採用されなかつたなら

ば,それはそれで私は納得します。手続どおりに進めてくださつて結

構ですということを念を押して言いました。

被告ら代理人

先生は今現在はどこかに奉職されてるんですか。

奉職はしておりません。

例えば非常勤で働いてはるとか,今は無職ですか。

私は社会貢献を人生の柱にしておりますので,公益社団法人日本バ リ

ェァエンジエアリングの参与として,検証委員会委員であるとか,素

晴らしい企業の表彰の委員であるとか,技術情報誌の編集委員長をず

っとやつてきております。現在も,それをやつております。

それは収入があるんですか。

収入はほとんど無報酬でやつております。

ということは, 現在はllXj入がないということ
~で
すか。

そうですね。

年金か何かですかね。

はい,年金で生活しております。

端的にお聞きしますけれども,こ の手続ができなかつて,手続にのつから

なかつたということで訴訟されてるわけですけれども,井形教授,あ るい

は池島教授でもいいんですけれども,こ の一連の過程で,あ なた自身の専

門科目といいますか,それが要するに意味がないというか,そ ういうよう

な指摘がありましたか。

今回の件までは全くありませんでした。
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